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設置認可を予定している施設の概要３ 

No 区    分 内      容 

１ 意見聴取の内容 保育所からの移行による幼保連携型認定こども園の設置認可 

２ 施 設 の 名 称 （仮）長井婦人会こども園（現 長井婦人会保育園） 

３ 所 在 地 横須賀市長井２-２-３ 

４ 設 置 者 社会福祉法人長井婦人会 理事長 白井 幸江 

５ 開 設 予 定 日 令和３年４月１日 

６ 

設 置 認 可 に 

至 る ま で の 

経 緯 の 概 要 等 

老朽化に伴う園舎建替えを令和元年度に行い、現在、新園舎で保育所を

運営している。来年度から新たに１号認定子どもを受け入れ、幼保連携

型認定こども園に移行する。この移行に伴い、保育所は廃止する。 

７ 

施
設
の
概
要 

敷 地 面 積 1497.07㎡（自己所有地） 

建 築 面 積 670.28㎡ 

延 床 面 積 1299.00㎡ 

構造・階数 鉄骨造 地上３階建て 

８ 令和３年度定員 157 人（現在の認可・利用定員 157 人） 

９ 
子 ど も の 内 訳 

及 び 学 級 数 

【１号 7人( 0)】3才2人(0)、4才2人(0)、5才3人(0) 

【２号90人(97)】3才30人(32)、4才30人(32)、5才30人(33) 

【３号60人(60)】0才12人(12)、1才20人(20)、2才28人(28) 

※( )内の人数は現在の定員数 

【学級数】６学級【３才児(2)、４才児(2)、５才児(2)】 

10 職 員 

【配置基準上、保育教諭は常勤換算で21人(20)以上】 

園長1人(1)、副園長1人(0)、主幹保育教諭1人(0)、保育教諭25人(23)、

調理員（栄養士2人含む）4人(3)、学校医（嘱託）1人(1)、学校歯科

医（嘱託）1人(1)、学校薬剤師（嘱託）1人(0)、事務員1人(1)（保育

教諭との兼務のため保育教諭で計上済）、用務員1人(1)  

 【合計36人(30)】 

※( )内の人数は現在の人数 

※主幹保育教諭及び保育教諭は常勤換算後の人数 

11 設 備 等 

乳児室（ほふく室）2、保育室 8、一時預かり保育室 1、調理室 1、遊戯 

室 1、職員休憩室 2、職員室（保健室兼用）1、子育て支援相談室 1、便 

所（園児用 5 か所・職員用 6 か所）、会議室 1、沐浴室（ｼｬﾜｰ室）1、調 

乳室 1、駐車場 4 台 等 

【園庭】745.85 ㎡（屋上園庭含む）（必要園庭面積 732.4 ㎡） 

12 子育て支援事業 別紙「子育て支援事業実施調書」の２事業を実施予定 

13 資 産 の 状 況 総資産額約 8 億 8200 万円（令和 2 年 3 月 31 日現在） 

14 そ の 他 
・保育所は廃止 

・一時預かり事業（一般型）を新規実施予定 
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設 置 者 や 現 在 運 営 し て い る 施 設 等 の 沿 革 

（昭和 31．11） 社団法人長井婦人会が保育所「長井婦人会保育園」（定員 55 名）を開園 

（昭和 39.  4） 園舎を増築し、定員を 90 名とした。 

（昭和 48.  9） 園舎の老朽化に伴い改築及び園庭の拡張を行った。 

（昭和 49.  4） 新園舎が完成し、定員を 120 名とした。 

（平成 15.  4） 定員を 150 名とした。 

（平成 25.  3） 社会福祉法人長井婦人会設立・認可 

（平成 25.  4） 社会福祉法人長井婦人会保育園事業開始 

（平成 30．9～）老朽化に伴い園舎を建替え 

（令和 2． 4）  新園舎で定員を 157 人として運営開始 

施設の設置に至った動機・施設設置にあたっての抱負等 

当園の周辺地域には幼稚園等の教育施設がないため、幼保連携型認定こども園に移行するこ

とにより地域の多様な教育・保育ニーズに幅広く対応できると考え、移行することとしました。 

今般の園舎の建替えにより保育環境が改善されたこともあり、より良質で適切な教育・保育が

提供できるよう努めていきたいと考えています。 
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長井２-２-３ 

（仮称）長井婦人会こども園 


